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３．今後のスケジュールについて
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（1）都市計画マスタープランの位置づけ

・都市計画法第18条の2に基づく計画
・市が目指すべき将来像を市民と一緒に考えながら、都市の将来像や整備方針を
明確にし、行政と市民がこれを共有しながら実現するための計画
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１ ．第２次木津川市都市計画マスタープランの概要

Ⅰ 計画の前提



（2）都市計画マスタープランの役割
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Ⅰ 計画の前提

１ ．第２次木津川市都市計画マスタープランの概要



（3）構成と目標年次、対象範囲

①構成

「全体構想」と「地域別構想」
により構成

②目標年次

令和12（2030）年度

③対象範囲

都市計画区域外も含めた
木津川市全域
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Ⅰ 計画の前提

１．第２次木津川市都市計画マスタープランの概要



（1）まちの将来像（第2次木津川市総合計画より）

（2）都市計画の目標
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Ⅱ 全体構想

１．第２次木津川市都市計画マスタープランの概要



（3）将来都市構造
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（4）人口フレーム

１．第２次木津川市都市計画マスタープランの概要

Ⅱ 全体構想

都市計画の目標の実現に向けた５つの視点
•まち全体の調和と一体感の向上による、木津川市らしさの演出
•地域特性に応じた拠点の適正化による、クラスター型の都市づくり
•安心・安全に暮らせる、災害に強い都市づくり
•都市と自然が調和した接続可能な都市づくり
•市民との協働による、木津川市の魅力の向上

将来目標人口 令和１２（２０３０）年
８０，０００人



（1）都市計画マスタープランの見直し

令和6年3月に策定された第2次木津川市総合計画後期基本計画をはじめ、
相楽都市計画区域マスタープラン、都市計画法の改正、社会経済情勢の変化
による新たな課題や市民ニーズへの対応が必要となっています。このため、こ
れら上位計画等との整合を図りつつ施策を検証し、必要に応じて計画の見直
しを行います。
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２．後期計画の策定に向けて

（２）見直しの目的
現行計画に基づく、まちづくりを着実に継承することを基本に、環境変化に柔軟に対応
するため、これまでの進捗状況を検証し、今後5年間に取り組むべき施策や実現性の
高い具体的な方針を確立する



（3）計画の名称

（4）計画期間

令和8（2026）年度から令和12（2030）年度までの5年間

（5）都市計画の目標

「第2次木津川市都市計画マスタープラン後期計画」
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２．後期計画の策定に向けて

変更なし自然と文化を身近に 未来を拓く学研都市 木津川

（6）施策の進捗管理

資料２「第２次木津川市都市計画マスタープランにおける進捗状況（R3～
R6）報告について」にて説明



（8）計画策定の体制

（7）主な見直しのポイント

①都市施設の整備状況及び土地利用状況等の変化に対応

②上位計画や分野別計画との整合
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２．後期計画の策定に向けて

庁内の策定体制

ア．政策会議

イ．ワーキング

都市計画審議会

パブリックコメント

令和7(2025)年 6月末時点人口 79,120人

令和12(2030)年将来目標人口 80,000人

（9）人口フレーム

変更なし
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３. 今後のスケジュールについて

７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月

都市計画審議会へ諮問 ★

庁内ワーキングチーム ★ ★ ★ ★

関係機関（府等）意見照会（約３か月）

都市計画審議会へ（素案）報告 ★

政策会議（中間案）確認 ★

パブリックコメント（３０日間）

議会全員協議会報告 ★

都市計画審議会へ（案）報告、答申 ★

計画策定（政策会議の決定による） ★

議会上程 ★

2025 2026



Company

Logo 説明終了

ありがとうございました

木津川市マスコットキャラクター いづみ姫
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